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国家公務員退職手当支給制限等処分調査の実施について（回答）
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､様式1－(1)

法第12条及び第14条から第17条までの支給制限等処分

①今回調査期間中に行われた支給制限等処分の件数

口
支
給
制
限
処
分

支
給
制
限
等
処
分

’

根拠条項

r－－．－.ー~璽弓蜀冨愚戻星二男患晟弄一･･･ーーーうち､支払榮'卜奴分を行っていたもの処分 I ,一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

件数 I __. l 支払雲i卜処分の件数(適用条項ごと）
I w･" 3．……-…,…………一一一･圭．．，･･圭空宣雪･子･輩翠229．．1 ， 法第'3象 。 珪竃13f g 瑳第13& 9 渋第'3袋 ： 陵幕'3尿
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様式1－(2)

法第13条による支払差止処分

②今回調査期間中に行われた支払差止処分の件数

③今回調査期間中に取り消された支払差止処分の件数

根拠条項 処分件数

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ーーﾛﾛﾛ■ーーー‐■■■■■■ー■'■■□'■■'■■■ローー■■■ーーーー■■■DB

《A) : (B) . : (C)

●

ＯＯＵ

うち､今回鯛査期間
中に支給制限処分を
行った件数

皇
０
０
■
■
８
０
０
日
玉
Ｕ
▲

うち､今回鯛査期間
中に取り消された
件数

０
９
９
９
０
８
０
８
－

(A)及び(B)以外の
件数

・
し

支
払
差
止
処
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法第13条第1項第1号
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様式2－(1)

支給制限等処分の事案

処分年月日

､

年■■■月■■■圖平成 27

退職者の所属府省等名

｜退職時の勤務官署又は事務所

）（

Ｔ
Ｌ

退職手当管理機関

全部支給制限処分処分の種類

根拠条項

；支払差止処分の有無
！(※支給制限処分の場合に選択してくださ
い｡）

支払差止処分の根拠条項
（※支払差止処分が『有』の場合に記入
してください｡）

12 条 1 項
‐

・言1

無凸
.『

.第13条 号項

支払差止処分の年月日
(※支払差止処分が『有｣の場合に記入
してください｡）

平成 年 月
〆画、

里

（ 〕
ひ 、

｢遺族｣の場合、
退職者との続柄：

退職者本人処分を受けた者

支給制限･返納命令･納付命令額（単位；
円） ．

円
ーｰ一一■■ー－－－－ーー■■ｰ1■■■■■ー■■ｰ■■画一■■■■~‐ｰーー■■■■■ーーｰ

1処分前の一般の退職手当等の額/既に
|支払われた一般の退職手当等の額

円

申

円
控除した失業者退職手当額
(※返納命令処分又は納付命令処分の場
合に記入してください｡）

処分後に支払われた一般の退職手当等
の額
(※支給制限処分の場合に記入してくださ
い｡）

－＝ー‐ｰ－－－ｰｰ■韓ロ一一”■■画一一一一＝■■■■■■■■■■一一一~ｰ‐■ｰ■■■一一‐■－－画一一一一画ー肺■■ー~セローー■■‐＝一一戸一一一一再一陣“‐■■＝＝■■■■■‐ー‐■､ｰ－－

■■■円

勤続期間 年 月

退職年月日 年 月 日

退職時に適用される
俸給表等 ’ ■■退職時に適用される俸給表等及び級等 級（職名、区分等）

身分 常勤職員

退
た霧髭罵
’
において､郵便物発送手統

処分の理由
を窃取し､いずれも換金し､その全額を受消した｡ま

た､本件事実の隠ぺい工作や､上司及び監察官の質問に対して虚偽の供述を繰
り返した。

該当するため､同法同条同項の規定により､懲戒処分として免職した。

…唖



ー

。

勘案した内容についての説明

恵行令第17条で定める事情
pーーー一一ーーー一ー－一一－ーーーーーーーーーーーーー一一一－ーーーーー一一一

当該退職をした者が占めていた職の
磯務及び責任

当該退職をした者の勤務の状況

当該退職をした者が行った非違の内
容及び程度

－ 三二三二■､ロー‐‐－｡ー‐P一一｡ーq■一ｰ一一一一‐■

劫案する事情がない。

勘案する事情がない。

勘案する事情がない。

｡ ●

＝一一三一 q■ ＝■■＝一一一■■ー‐｡－■p‐－－q■一一‐一一一－一ー口一一一一一一一q■

当該退職した者又は遺族の生計の状況
(※返納命令処分の場合に記入して<ださ
い｡）

施行令第18条で定める事情
(※納付命令処分の場合に記入してください｡）
ー＝‐~＝一一‐q■‐q■‐‐…‐ｰや■ー‐や一一一一‐‐

０
８
０
８
０
０
０
０
０
９
０
０

Pー

当該退職手当の受給者の相続財産の
額

i-...-一･･一･･･一･一･一･･--…一一・・
|処分を受けるべき者が相続又は遺贈
Iにより取得をした又は取得をする見込

|みである財産の額
『~~~.~.~~~..~~~~~~~一一~~~一~~~.~~－~．

’
１
１

当該退職手当の受給者の相続人の
計の状況

生

『－．．－~~.一一､~.~~~－．－
|当該一般の退職手当等に係る租税の
|額
I

色

■ローーーーー－－＝■■ーー一一‐一■■■■＝ーー一一一.■q■ーー一一一一一ーｰ一■q■－‐ｰーー■■■■‐一一一一‐一一ー‐ｰ‐‐‐■■4■‐ーg■ーー■■
■

その他の参考事項

一
繩懲
任
・

戸
．
’
Ｇ
１
０
０
０
０
０
６
８
９
９
８
０
０

懲戒処

‐‐一一‐■■－－－ー口勾一一一一■■一一一一一一■■ー

分､刑事上の責任､民事上の責

＝一勺 二 一.■q■一ーg■一一一■■‐‐q■の一一■■ー‐‐｡■‐ロー一ー一一一ーq■‐‐ー■■一一~一一一ローーーーー毎一一一一一一｡



様式2－(1)

支給制限等処分の事案

》

年■■■月■■■日処分年月日 平成 27

■

）退職者の所属府省等名

6-= ‐ ‐ ･ ･･－‐－．－－－－－＝･豊一

|退職時の勤務官署又は事務所

（

｜

｜

’

退職手当管理機関 《

処分の種類 全部支給制限処分

根拠条項

支払差止処分の有無
（※､支給制限処分の場合に選択してくださ
い｡）

・支払差止処分の根拠条項
（※支払差止処分が｢有｣の場合に記入
してください｡）

’一一一一一ﾆｰｰ

｜ 支払差止処分の年月日
I （※支払差止処分が『有Jの場合に記入
｜ してください｡）

条 1 項 号14 3

有

第13条 2 項 号2

平成 26

〔 〕
｢遺族｣の場合、
退職者との続柄：

処分を受けた者 退職者本人

支給制限･返納命令･納付命令額（単位：
円）

淫分前の一般の退職手当等の額/既に
！支払われた一般の退職手当等の額

円

円

控除した失業者退職手当額
(※返納命令処分又は納付命令処分の場
合に記入してください｡）

処分後に支払われた一般の退職手当等
の額
(※支給制限処分の場合に記入してくださ
い｡）

円

■■■円

勤続期間 年 月

月■■■ 日退職年月日 平成 年

■ ． 】

退職時に適用される
退職時に適用される俸給表等及び級等 級（職名、区分等）

俸給表等

身分 常勤職員

退環者が職員として在職していた期間において､①1．月以上にわたる無断欠勤､②業務として管理し
ていた宿舎共益費及び職場内積立金の業務上横領の疑い及び一行つ潤一から職務
行為等の対価関係が鹿められないにも関わらず､退職者名義の口座へ■■■の振込みを指示した
昨欺､国家公務員億理規程違反の疑いがある｡これらの行為は､人事院の潅戒処分の指針に照ら

処分の理由

し､懲戒免職処分を受けるぺき行為と塊められる｡また､当鹸処分については､退環手当審査会に諮
問し､I■■■「__一寸で妥当との答申を受けている。



勘案した内容についての説明

|適壷蕊"…る事”施行令第17条で定める事情
○

面一一一一一一■■●‐吟■■ー一一ーー＝■■ーー““ー‐‐ｰ‐■■－1■■ーｰ－ーｰー一一ー一一一●■＝一ｰ＝－－－■■＝■■■■ｰ一一一一＝声一一一一■■1■■一－一一ｰ－－－ｰ＝一℃一■■ーー

鴎鴎懸
想碑

■
錨
、
割

は
役
者
な
職
要
退
種
脚
筆

懸
想碑

■
錨
、
割

は
役
者
な
職
要
退
種
脚
筆熱正鰄撫煽

の所掌事務’
-L
の所掌事務’
一L

こ関する総合調整とい
て勤務していた当時
こ関する総合調整とい
て勤務していた当時

１
０
１
０
０
０
１

当該退職をした者が占めていた職の
職務及び責任
当該退職をした者が占めていた職の
職務及び責任

ていた。
庭実現するために法令等に基づ

■■■■としーから計画的に事務を遂行するよう指導を受けており、

熱正鰄撫煽ていた。
庭実現するために法令等に基づ

■■■■としーから計画的に事務を遂行するよう指導を受けており、
表面上は的確な処理を行っていたが､宿舎共益餐及び職場内積立金を管理して
いる預金通帳は､「 ！以降､改ざんした預金通幅の写しで
の確認を受けていたことが判明した。

表面上は的確な処理を行っていたが､宿舎共益餐及び職場内積立金を管理して
いる預金通帳は､「 ！以降､改ざんした預金通幅の写しで
の確認を受けていたことが判明した。

グ

当該退職をした者の勤務の状況
グ

当該退職をした者の勤務の状況

①1月以上にわたる無断欠勤①1月以上にわたる無断欠勤
②宿舎共
③■■■
職者名義

②宿舎共
③■■■
職者名義

当該退職をした者が行った非違の内
容及び程度
当該退職をした者が行った非違の内
容及び程度

業務上横領の疑い
行った■■■から退
業務上横領の疑い
行った■■■から退

…撫み
全‐‐いー一一虫一一一亀一一■■－－■■一画ロー“ｰ~＝■全‐‐いー一一虫一一一亀一一■■－－■■一画ロー“ｰ~＝■

１
１
１
１

■

消費者金融3社から借入を行っており､資金繰りが厳しかった様子が伺える。消費者金融3社から借入を行っており､資金繰りが厳しかった様子が伺える。当該非違に至った経緯当該非違に至った経緯

無淵日以降消息を絶って行方不明となっている。ﾛに出勤することを申し出ていたが、無淵日以降消息を絶って行方不明となっている。ﾛに出勤することを申し出ていたが、上司であ
連絡のなL
上司であ
連絡のなL

当該非違後における当該退職をした
者の言動
当該非違後における当該退職をした
者の言動

当該非違が公務の遂行に及ぼす支障税務行政の遂行に重大な支障を及ぼすものである。
の程度

豐該葬達が公議に対する園属のI冨顔|総行政に識する圖罵からの,菖議を善し〈裳墜さ遣るものである。に及ぼす影響

当該非違が公務の遂行に及ぼす支障税務行政の遂行に重大な支障を及ぼすものである。
の程度

豐該葬達が公議に対する園属のI冨顔|総行政に識する圖罵からの,菖議を善し〈裳墜さ遣るものである。に及ぼす影響
Ｆｌ

ｌ
ｌ
２
、

当該退職した者又は遺族の生計の状況
(※返納命令処分の場合に記入してくださ
い｡）

臓ﾃ令第'8条で定める事情
(※納付命令処分の増合に記入してください｡）
施行令第18条で定める事情
(※納付命令処分の増合に記入してください｡）

ｌ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｏ

豐該退職手当の受給箸の相続財窪の｜額豐該退職手当の受給箸の相続財窪の｜額
１
０
■ E

D
Il

処分を受けるべき者が相続又は遺贈
により取得をした又は取得をする見込
みである財産の額

処分を受けるべき者が相続又は遺贈
により取得をした又は取得をする見込
みである財産の額

I ｜ロ

当該退職手当の受給者の相続人の生
計の状況
当該退職手当の受給者の相続人の生
計の状況

タ
●

８
０
１

！！

当該一般の退職手当等に係る租税の
額
当該一般の退職手当等に係る租税の
額

その他の参考事項
一

＝■■~一一ｰ

懲戒免職処分相当
無断欠勤､業務上横領(刑法第253条)の疑い､詐欺(刑法第246条)の疑い､国
家公務員倫理規程違反(国家公務員倫理甥定第3条)の疑い

懲戒処分､刑事上の責任､民事上の責
任



様式2－(1)

支給制限等処分の事案

弓

｡

処分年月日 平成 27 月
■■

日

退職者の所属府省等名

I退職時の勤務官署又は事務所

（ ）
●戸一■■－つー＝ーー再一一一一一一一■■ーーー一一一一＝一一一ｰーｰ--回一一一一'■■一一－一~““‐ｰ‐ｰ面一一一一■■－－■■一一一一ｰ‐＝■■■■■■■■ニーーー■■

’退職手当管理機関

処分の種類 全部支給制限処分

根拠条項

|支払差止処分の有無
｜(※支給制限処分の場合に選択してくださ
1い･）

条 項12 号1 1

無

ロー画一一一唖一一＝－－面画一一＝＝－－画~＝＝‐＝画一一口■ｰ■■ー－－－‐‐~一一←■■■■】■一一一一一一■■■■■■－－－－←－ｰ‐ロー‘■D'■D＝■■一・■■ｰ■■－－ｰ－－－←'■■－－－■■■■－－－－－－一一一一一一専一由一一■－－－－－－＝－

支払差止処分の根拠条項
(※支払差止処分が｢有｣の場合に記入
してください｡）

第13条 項 号

平成
支払差止処分の年月日
(※支払差止処分がr有｣の場合に記入
してください｡）

年 月 日

［ ）
｢遺族｣の場合、
退職者との続柄：

処分を受けた者 退職者本人

支給制限｡返納命令･納付命令額（単位：
円）

｜処分前の一般の退職手当等の額／既に
支払われた一般の退職手当等の額・

控除した失業者退職手当額
（※返納命令処分又は納付命令処分の場
合に記入してください｡）

処分後に支払われた一般の退職手当等
の額
（※支給制限処分の場合に記入してくださ
い｡）

円
一
円

一一一

二
一
二

円

■■■円

勤続期間 年 月

平成■■■年 ‘ 月■■■日退職年月日

退職時に適用される
俸給表等 ■■■ ■■■退職時に適用される俸給表等及び級等 級（職名、区分等）

身分 常勤職員

0 1自身が担当する

蕊…私的に利用し､当該■■■■■の自宅住所にお守りを送付したほ
話及び当該■■の霞鰭に職務と関係ない内容の電鱈を複数回か処分の理由
い恐怖心を与え､当該一囑け出一警察署から警告を受けた｡国家公務員法第
98条､同法第99条及び同法第10T条の規定に違反し､同法82条(窓戒の場合)第1項第1号､第2号及
び第3号の認定に咳当するとして､■■■■■■付で懲戒免職処分を受けた。



ー

1

r

、

勘案した内容についての説明 二
吐
邸

、 ①

加

９
句
４
．
１
４
９
Ｑ
一
■
０
■
１
ｑ
ｌ
Ⅱ
■
０

当該非違が公務の遂行に及ぼす支
の程度 ‘

施行令第18条で定める事情

陣 国税組織全体の公務の遂行に著しい支障を生じさせた

(※納付命令処分の場合に記入してください｡）

当該退職手当の受給者の相続財産の
顔

処分を受けるべき者が相続又は遺贈
により取得をした又は取得をする見込
みである財産の額
＝‐＝一一q■ー＝q■ーｰ-画一一一一画一一一一一一戸一一一一一一一ロー‐

当該退職手当の受給者の相続人の
計の状況

Fq■

I

‐1■

生

－－－－－口垂一q■－‐口－0■ﾛ■－－日■‐‐■－ローーーー←‐‐一一‐‐‐一一口

Q

鯵-級の退職…に係る"．
I ’

画画一■■■■－－■■■■＝■■一一＝－－－－ー＝■■■■■■■■■■＝■■一ー‐■■■一一‐‐毎一ローーー－－口毎口一一一一一＝ー■■＝‐＝＝■■■■■■＝－－ｰー‐ー一一‐ー■■一■■■■■

凸

●

｡‐q■q■三一一一q■■ ■■q■■■‐■■－q■ー‐ーー＝一一一－一一ー一一‐ー‐＝‐一戸“句一・一‐4■‐ーq■~‐－口－－■■＝■■■■■■ーーｰ‐毎“内■■‐q■ーq■‐q■ロー‐■q

その他の参考事項

『
‐一一ニーー■■■■ー■■■■－－戸■■一■■一－一一一一一■■■■■■ー■■■■■■＝ーー＝‐画

憾戒処分､刑事上の黄任､民事上の責
|任
Q

１
１

■■唾←a二 一二■やオーー･〕ロー‐一 ■■■－‐～‐‐－－－＝＝”P‐一一■■ーー一一■■＝‐｡■ﾛ■一一■■■■~ーP一＝ー一や●－eqc－ー■■‐‐■■ｰ■■一ー一口q■一一－一



様式2－(1）

支給制限等処分の事案

年■■■・ 月■■■臼処分年月日 平成 28

一

■
一

一
画

垂一幸』ロ一・・ロ

●
ロ
ロロ。

退職者の所属府省等名

；--三-－－－－－－~~

｜退職時の勤務官署又は事務所

（ ）

退職手当管理機関

処分の種類 全部支給制限処分

1 項 1根拠条項 条12 号

|支払差止処分の有無
|(※支給制限処分の場合に選択してくださ
'い｡）

無

支払差止処分の根拠条項
（※支払差止処分が｢有｣の場合に記入
してください｡）

支払差止処分の年月日
（※支払差止処分が｢有』の場合に記入
してください｡）

第13条 項 号

平成 年 月 日

退職者本人 〔 ）
｢遺族｣の場合、
退職者との続柄：

処分を受けた者

支給制限･返納命令･納付命令額（単位：
円）

I処分前の一般の退職手当等の額/既に
I支払われた一般の退職手当等の額

円
一
・
円

一一

二
一
二

）
ロ

0
阜 ‐一ーロ

控除した失業者退職手当額
(※返納命令処分又は納付命令処分の場
合に記入してください｡）

処分後に支払われた一般の退職手当等
の額
(※支給制限処分の場合に記入してくださ
い｡）

円

■■■円

■■■年 ロ 月勤続期間

退職年月日

退職時に適用される
■■■級(職名､区分等)ロ退職時に適用される俸給表等及び級等

俸給表等

身分

G

●

蛎綱詫雛麓熱認霧入し･ﾙﾄを姿んだ権か■
盤灌職謝鱸職纒騨雛幽鯛震I瀧賜鰯;鰯瀧

処分の理由



Ｄ
Ｂ

力案した
タ

ヴ

内容についての説明 ．

乏
－

当該退職した者又は遺族の生計の状況
(※返納命令処分の鳰合に妃入して<ださ
い｡）

その他の参考事項
一ー一一一一一一一一一一一一一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一 一一一二－一

懲戒処分､刑事上の責任､民事上の責
任



様式2－(1)

支給制限等処分の事案

年■■■月■■■ 日処分年月日 平成 27

〔

二
一
』

。
■

ロ垂』一一一《一一一・ロ

退職者の所属府省等名

｜退職時の勤務官署又は事務所

（ １

退職手当管理機関

処分の種類 全部支給制限処分

1 項 1根拠条項 条12 号

支払差止処分の有無
(※支給制限処分の場合に選択してくださ
い｡）

＝
F1武

支払差止処分の根拠条項
(※支払差止処分が｢有』の場合に記入
してください｡）

第13条 項 号

支払差止処分の年月日
(※支払差止処分が｢有｣の場合に記入
してください｡）

平成 年 月 日

退職者本人 （ ］
｢遺族』の場合、
退職者との続柄：

処分を受けた者

支給制限,返納命令・納付命令額（単位：
円）

処分前の一般の退職手当等の額／既に
支払われた一般の退職手当等の額

タ

控除した失業者退職手当額
(※返納命令処分又は納付命令処分の場
合に記入してください｡）

処分後に支払われた一般の退職手当等
の額
(※支給制限処分の場合に記入してくださ
い｡）

円'

●

0 円

勤続期間

退職年月日

退職時に適用される
俸給表等 ■■■ ■■■退職時に適用される俸給表等及び級等 級（職名､区分等）

身分 常勤職員
■■■■

坦搾画I銑、 ー

■に関す
していた．

る情報の頴会等を行った画また､これらの照会等により回答を裾た賛料を上司に義翫で持ち帰り自宅で保管

更に､退職者は.自身及び一所碍覗の申告において､塵偽の内容の申告書を複数年にわたって作成･提出
鐙型挙り､■■■■■の遺吋を不正I蚕けた園一の所掲覗の軍昏Iﾐ忍逓もる＝葬告丙雲
を脱明することなく座偽の内容の亭告書を複数年にわたって作成･握出することにより､■■■の通付金を詐取し
たロ

処分の理由

以上の行為は｡圓家公務員法第98乗及び同法第99祭に違反し､国家公務員法第82条第1項第1号､第2号及び第3
具f－ﾔさ当番･父上I守一挿赤缶盾姜卵どふ奉尋挫栽凸



6

’案した内容についての醗明

童一
当該退職した者又は遺族の生計の状況
(※返納命令処分の塙合に記入して<ださ
い｡）

その他の参考事項

『
一一一‐＝－－ーｰ‐‐＝‐＝ー＝ー■■■■■■＝＝＝－－－－－－－－■■一

|懲蝿分順上の責僅､民事上の責
I任 ．
’
I

七
~ーーーーーーーーーーー一一一ーーーーー一一一ーーーーー一一ーーー･ーqーーローーーーーーーーーーーq■■ーーーーーーーーーーーーーーーq■■ー＝ー＝I■■'■■■■■■1■■I■■■■q■■■■■■一I■■H■■一ー■ーー‐‐ーー－－■■､l■■ー一一ー■



ノ

様式2－(2)

支払差止処分の事案

処分年月日 平成 27 月 日

退職者の所属府省等名 ・

槌職時の勤務官署又は事務所

（ ）

退職手当管理機関

支払差止処分の根拠条項

［ ）
｢遺族｣の場合、処分を受けた者
退職者との続柄：

勤続期間 年 ・ 月

、一ﾛ 『

退職年月日 年 月 日

退職時に適用される俸給表等及び級等 ・ 級（職名､区分等）

身分

退職者鮭§剴垂長塁奮l主とLく驚寮署で事情聴取を受けている最中､■■■
ロ ロ公用文書等殿損罪で逮捕された。

支払差止処分の理由
(公務に対する国民の信頼を確保する上で
支障を生ずると認めた理由(｢思料される犯
罪に係る罰条｣を含む｡)又は懲戒免職等
処分を受けるぺき行為をしたことを疑うに足
りると相当な理由と思料した内容）

公用文書等設損罪に係る法定刑の上限は禁固以上の刑であるところ､退職日
時点においては当該刑事事件に係る判決が確定していないことから､一般の退職
手当等の額を支払うことは､公務に対する国民の信頼を確保するうえで支障を生
じると認められる。
(思料される犯罪に係る罰条:刑法258条）

支払差止処分の取消しの有無．
(※今回調査対象期間中に支払差止処分
を取り消した場合に『有｣を選択してくださ
い｡)‘

有

､一

第13条 7
支払差止処分の取消しの該当条項
(※支払差止処分の取消しの有無が｢有｣の
場合に記入してください｡）
‐一一三一＝一‐一一．一一 一 ‐‐

支払差止処分の取消しの年月日
(※支払差止処分の取消しの有無が『有｣の
場合に記入してください｡）

項
亘

一

つ

年=月■■■日平成 2フ

U I ｡

※前回調査の調査期間中に支払差止処分を行った事案におい
合一当該支払差止処分の内容についても再麿調香雲に記入す‘

司冒 こ当該支払芸止処分が取り消された甥て

こ

一一一勺。■■

一一

一



様式2－(2)

支払差止処分の事案

年■■■月■■■日平成 26処分年月日

■
一
卜

）退職者の所属府省等名

槌職時の勤務官署又は事務所

（
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一重ローーーーーーの凸一一一~ーｰ

I

｜ ’
ー

退職手当管理機関

第13条 号支払差止処分の根拠条項 2 項

｢遺族jの場合、
退職者との続柄：

1

退職者本人 ［ ］処分を受けた者

｜ 年■■■月勤続期間

平成■■■年■■■月■■■日退職年月日
１

退職時に適用される
俸給表等

戸一一級（職名､区分等）退職時に適用される俸給表等及び級等

常勤職員身分
U

支払差止処分の理由
(公務に対する国民の信頼を確保する上で
支障を生ずると認めた理由(｢思料される犯
罪に係る罰条｣を含む｡)又は懲戒免職等
処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足
りると相当な理由と思料した内容）

本行為は､国頭公務員法第98条第1項及び同法第99条に違反するとともに､国家公務員倫理規定
第5条第1項に遮反するものとして､国家公務員法第82条第1項第1号､第2号及び第3号の規定に誤
り､■■■－ 韓戒処分として6月停職となった｡また､■■■I■■■■に国税通則法
(守秘職務)違反の容疑で送致されており､当咳法定刑は禁擢以上の刑であり､本件行為に係る刑事
事件につき判決が確定していない現時点においては､一般の退職手当等の額を支払うことが公務
に対する国民の信頼を確保するうえで支障を生じると鹿められることから､一般の退職手当等の額の
支払L壁蓋l蓉止めゐ回__.....__"-.-._ －．...__"___ー_‐

支払差止処分の取消しの有無
(※今回調査対象期間中に支払差止処分
を取り消した瑠合に『有｣を選択してくださ
い｡）

支払差止処分の取消しの該当条項
(※支払差止処分の取消しの有無が『有』の
場合に記入してください｡）

有

第13条 7 号項

|支払差止処分の取消しの年月日
|(※支払差止処分の取消しの有無が『有』の 年■■■月 ■■■日平成 27

|錫合に記入してください｡）
1 ’

※前回調査の調査期間中に支払差止処分を行った事案において今回調
合､当該支払差止処分の内容についても再度調査票に記入すること1
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様式1－(1)
府省等名（独立行政法人国立印刷局）

所属課名･係名（総務部人事課人事係）

担当者名（田中浩史 ）

連絡先電話番号(’ ｜ ）

法第12条及び第14条から第17条までの支給制限等処分

①今回調査期間中に行われた支給制限等処分の件数
、

rーーーーーー･ーーー一一ーーーーーーーーーーロー
うち､支払差止処分を行っていたもの

！ 『--..----.．_.一__----...----－-----.-,-

| 件数!………誕誕磐撫#轆里霧冒里.………
, I蕊蕊；謡蕊；謡蕊1謡騒； 建鰯蕊

処分
件数

根拠条項

一
■
■
■
■
』
■
■
且
Ｐ
■
＆
■
■
■
■
り
■
■
■
且
守
■
■
』
■
■
品
』
■
■
再
」
画
■
艮
日
■
且
珂
一
■
■
■
｜
■
■
■
・
■
召
■
“
■
■
■
一
・
■
■
■
・
■
■
■
■
■
■

。

』

口

画

輸

Ｐ

●

一

一

一

や

一

■

。

□

』

■

口

■

。

②

』

●

の

一
、
ｎ
Ｄ
Ｄ
〃
ワ
の
、
Ｕ
Ｄ
〃
ｒ
口
ｋ
Ｑ
Ｄ
〃
ｒ
』
ｔ
、
Ｄ
〃
ｒ
め
、
日
Ｄ
〃
〃
。
一
ｈ
日
Ｄ
〃
ｒ

ｌ
－
０
０
》
０
０
－
０
０
．
－
０
０
》
０
０
－
０

・
く
・
く
一
く
一
く
一
く
《
く

ロ

ロ

０
０
８
０
０
０
６
８
Ｔ
０
６
０
８
０
０
０
９
■
９
０
２
０
１
０
０
０
Ｐ
０
０
０
０
０
０
０
５
．
０
８
６
０
０
０
０
０
６
０
０
８
０
８
６
０
０

０
０
８
ｔ
Ｏ
８
８
８
Ｆ
Ｂ
Ｈ
３
２
９
９
８
ｆ
【
８
８
８
０
０
９
６
０
ｆ
０
８
０
９
０
９
口
ｂ
【
５
８
８
８
■
８
０
８
４
８
０
９
０
８
日
０
８

８
．
Ｕ
８
ｏ
０
・
Ｈ
Ｅ
ａ
Ｉ
０
口
守
．
一
ｇ
ａ
５
与
且
８
宮
▲
１
１
．
５
６
凸
Ｄ
Ｕ
ｅ
Ｂ
８
●
９
８
８
．
Ｅ
９
Ｇ
■
■
●
９
－
■
。
■
●
■
ｂ
Ｂ
８
ｇ
ｏ
守
り
■
ｐ
Ｑ
０
ｐ
５
ｌ
宮
Ｉ
■
９
Ｇ
口
凸
一
■
一
■
●
。
“
５
。
＄
●
●
。
■
Ｉ

Ｏ
８
８
８
ｆ
ｌ
ｆ
Ｏ
－
８
１
１
８
１
１
８
』
０
１
１
１
１
１
１
１
－
ｌ
ｌ
９
０
１
１
１
１
ｌ
Ｉ
Ｏ
１
０
０
１
１
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｏ
ｌ
ｌ
Ｏ

■
■
一
■
■
０
■
■
■
■
Ｄ
■
■
弓
■
巳
・
■
■
■
■
■
日
ｐ
“
■
Ｂ
Ｏ
Ｄ
や
０
■
■
■
■
・
■
■
・
■
■
■
■
Ｂ
Ｄ
Ｑ
Ｇ
▽
・
■
ｐ
■
■
■
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様式1－(2)

法第13条による支払差止処分

②今回調査期間中に行われた支払差止処分の件数

③今回調査期間中に取り消された支払差止処分の件数

処分件数
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うち､今回鯛査期間
中に支給制限処分を
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様式2－(1)

支給制限等処分の事案

処分年月日 平成 27 月 日

退職者の所属府省等名

｜退職時の勤務官署又は事務所

（ ）

三
１退職手当管理機関

処分の種類 全部支給制限処分

1 項 1根拠条項 条 号12

支払差止処分の有無
(※支給制限処分の場合に選択してくださ
い｡）

無

由

■■やｰ毎戸一一一一■■ーー‐ー一一ーローｰ－，－－－－－ー＝‐■■‐■■■■ー－－面ロー~－1 ■｡ ■一一■ br--__ 三 2= Bq -- ■4---- 己= 含_ 弓二 --

支払差止処分の根拠条項
(※支払差止処分が｢有』の場合に記入
してください｡）

第13条 項 号

ーーｰーー＝ーー＝

日

支払差止処分の年月日
(※支払差止処分が｢有jの場合に記入
してください｡）

平成 年 月

［ 〕
「遺族｣の場合、
退職者との続柄：

処分を受けた者 退職者本人

支給制限･返納命令･納付命令額（単位：
円） ．

ﾛ ーーー

■
一
室

円

処分前の一般の退職手当等の額／既に
支払われた一般の退職手当等の額 円

０
０

控除し澄失業者退職手当額
(※返納命令処分又は納付命令処分の場
合に記入してください｡）

処分後に支払われた一般の退職手当等
の額
(※支給制限処分の場合に記入してくださ
い｡）

円

■■■円

■■■■年■■■月

平成■■■年 1 月 ロ 日

退職鱒舞れる ロ 級(職名､区分等俸給表等

常勤職員

勤続期間

退職年月日

退職時に適用される俸給表等及び級等

身分

退職者は被害者に対し、退職者は被害者に対し､ わいせつ行為をしわいせつ行為をし､両手で押した上､同人の口を手でふ
さぐなどの暴行を加え､結果として同人に傷害を負わせた｡また､同所において、
同人に対し｢金を出せば許してやる｣と言って脅迫し､同人所有の現金を差し出さ

藍塞篭毒…難撫悪謹塁艤管誘
第3号により懲戒処分として免職となった。

処分の理由

イ

戸一寸宜早今亡苦垂琶回手写丹己 口



》

勘案した内容についての説明

｡~‐~一一一‐ﾛ■ーー‐‐－■~＝‐ー‐ー｡｡ー■■‐②一ー■■ 一口一d －－r M■＝ DL D■ －1 ゅ‐－炉 ＝q b－

‐ローq■‐‐ｰq■q■＝‐‐｡■‐‐q■－－■■ー｡■一一一一ロー‐｡~一一一ローq■｡■－－‐‐ ,｡－ ＝－0■－0■｡■‐一！ P－－■■‘ トーー，唾q-d

ｰ一一一一一■■ｰー‐‐‐一一一一■■＝‐－－‐ー‐‐ー‐ー一一ー‐ ーー ,--ﾆ ﾆ ＝q 一m－1 ■q D-

＝

－－‐ー~ロー‐‐‐‐q■一一‐‐~ー‐q■ーー■■一一‐一一‐ｰ■■ー‐一一－－ー‐－－＝ーーーq －4 一B‐~ ,－． ＝＝1 b百 pﾛ ＝

当該退職した者又は遺族の生計の状況
(※返納命令処分の渇合に記入して<ださ
い｡）

その他の参考事項

懲戒処分､刑事上の責任､民事上の責
任



′ 様式2弓(2)
戸、

支払差止処分の事案

蟄鵬:柵鵜蜜蝋議鶏蕊撫謡幽査細虫握遡蝋鯉舩幽蝋越幽
"

平成 年 月 日

退

I
９
８
８
６

ー－－‐‐‐‐ー‐q■－－

事務所

（ ）

退職季寶管遷繩、
支払差止処分の根拠条項 、 第13条 項 号

処分を受けた者 、 総繍: （ 〕
勤続期間

、

、 年 月

退職年月日 年 月 日
● 6

退職時に適用される俸給表等及び級等 過職謹灘廼 級（職名､区分等）

身分 ． 、
支払差止処分の理由
(公務に対する国民の信頼を確保する上で
支障を生ずると埋めた理由(｢思料される犯
罪に係る罰条｣を含む｡)又は懲戒免職等
処分を受けるぺき行為をしたことを疑うに足
りると相当な理由と思料した内容）

支払差止処分の取消しの有無
(※今回調査対象期間中に支払差止処分
を取り消した場合に『有｣を選択して<ださ
い｡）

支払差止処分の取消しの該当条項
(※支払差止処分の取消しの有無が｢有｣の
堪合に記入してください｡）

支払差止処分の取消しの年月日
(※支払差止処分の取消しの有無が｢有｣の
場合に記入してください｡）

第13条 項 号

平成 年 月


